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平 成 ３ ０ 年 ３ 月 

三重県教育委員会  

 

１ はじめに 

学校教育の充実と発展は、教員の資質の向上とその意欲的な実践にかか

っており、教員の果たす役割はきわめて重要です。  

子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、教育課題が多様化・複雑化

する中で、子どもたちの成長を担う教員には教職生活全体を通じて学び続

ける意欲と探究心を持って、専門性をより高めることが一層求められます。 

また、学校現場では、今後、経験豊かな教員の大量退職により、年齢構

成や経験年数の不均衡が生じ、これまで行われてきた経験豊富な教員から

若手教員への知識や技術の伝達が困難になることなどが予想されます。  

このような状況をふまえ、教員の養成・採用・研修を通じた新たな体制

を整備するために、教育公務員特例法の一部改正が行われ、教員の任命権

者は協議会を設置し、校長及び教員の職責、経験、適性に応じて向上を図

るべき資質に関する指標を定めることとなりました。  

三重県教育委員会では、これまで、教員の資質向上を「三重県教育ビジ

ョン（平成２８年３月策定）」の重点項目の一つとして設定し、授業力の

向上や多様な教育課題への対応などに取り組んできたところですが、法改

正をふまえ、教員の養成を担う大学等との共通認識のもと、校長及び教員

が教職生活全体を俯瞰しつつ、自らの職責、経験等に応じて計画的・効果

的に資質能力の向上に努めることができるよう、各ライフステージ（成長

段階）で求められる資質能力を示す「校長及び教員としての資質の向上に

関する指標」を策定しました。  

 

２ 校長及び教員としての資質の向上に関する指標【別紙】  

（１）教員としての資質の向上に関する指標  

（２）教頭・准校長及び校長としての資質の向上に関する指標  

（３）養護教諭に必要な事項（専門領域）  

（４）栄養教諭に必要な事項（専門領域）  

  

校長及び教員としての資質の向上に関する指標  
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（３）資質能力にかかる項目＜縦軸＞  

①教諭、指導教諭、主幹教諭  

資質能力にかかる項目は  

・教職を担うにあたり必要とされる素養  

・教職を担うにあたり必要とされる専門性  

の２つに大別して示しました。  

「素養」は、社会人としての素養（倫理観、責任感、コミュニケ

ーション力など）と教員としての素養（教育的愛情、学び続ける意

欲など）が求められます。  

「専門性」は、児童生徒の直接的な指導にかかる専門性（児童生

徒理解、授業力など）と学校組織運営力（学校運営への参画、チー

ムワークなど）が求められます。本県ではこれらに加え、教員には

社会の変化をとらえ、多様な教育課題に対応することが求められる

という視点を重視して、「教育課題への対応力」として、グローバ

ル教育・郷土教育、キャリア教育など、９つの項目を設定しました。

教育課題は多岐にわたり、ここに示されていない教育課題について

は、これら９つの指標を参考にして、資質能力を高めていくことと

なります。  

また、各項目は、一つひとつが独立したものではなく、例えば、

「授業力」については、児童生徒の状況を的確に把握する「児童生

徒理解」や授業規律を確立する「生徒指導」などの側面も必要であ

るように、相互に関連しているものであることから、そのことを意

識して向上を図る必要があります。  

②校長、教頭・准校長  

管理職として、組織力を高めることを重視した指標としました。

管理職には「素養」の面でも教職員の模範となることが求められる

とともに、「専門性」については、教職員の指導力の向上に加えて、

学校組織を運営するマネジメント力が求められることから、「管理

職として必要とされるマネジメント力」を、資質能力の項目として

設けました。  

③養護教諭、栄養教諭  

養護教諭については、保健管理や健康相談等に関する項目、栄養

教諭については栄養管理や衛生管理等に関する項目が専門領域と

して求められることから、これら項目に関する指標を、教員として

の指標に追加する指標として位置づけています。 
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４ 指標の活用  

指標は、教員の各ライフステージで求められる資質能力をそれぞれの

項目ごとに示したものです。  

県教育委員会、市町等教育委員会及び学校は、指標をふまえて教員の

資質能力の向上が計画的・効果的に図られるよう、指標を策定した趣旨

と内容を共有し、互いに連携しながらそれぞれの役割を果たすとともに、

教員の養成を担う大学・短期大学とも連携して取り組んでいく必要があ

ります。  

具体的には、県教育委員会は、教員が資質能力の向上に必要となる知

識や技能などを身につけることができる研修を体系的かつ効果的に提供

できるよう、指標をふまえた研修計画を毎年度策定します。また、市町

等教育委員会や大学等と連携して、教員等の研修を実施していきます。 

学校においては、教員は指標をふまえ、教職生活全体を俯瞰し、自ら

が位置するライフステージで求められる資質能力を確認しながら、職責

や経験、適性に応じて、日々の教育実践や必要な研修の受講、校内研修

を含むＯＪＴ iなどを通じて、資質能力の向上に取り組むこととします。

その際、教員によって講師の経験や民間企業での勤務の有無など、採用

に至るまでの経緯が異なることから、一人ひとりが自身の経験や能力に

即して指標を活用することが必要です。校長をはじめ管理職は、自らの

資質能力の向上に努めるとともに、教員が指標で求められる資質能力を

着実に向上することができるよう、一人ひとりの職責や経験、適性をふ

まえ、日常的な指導・助言に加え、必要な研修の受講の推進、校内研修を

含むＯＪＴなどを通じ、人材育成を進めます。  

市町等教育委員会においては、教員の資質能力の向上にかかる研修や

施策が、指標の内容をふまえて一層効果的に実施されることを期待しま

す。 

教員の養成を担う大学や短期大学においては、教職を志す学生がこの

指標に示す「教職着任時」の姿を目指して自らの資質能力の向上を図る

ことができるよう、県教育委員会や市町等教育委員会、学校現場と連携

して教員の養成に取り組むことを期待します。  

 

５ 指標の管理  

指標は、社会や学校を取り巻く状況の変化や教育制度改革などをふまえ、

教員育成協議会の協議を経て、必要に応じて見直しを行います。  

 

                                                   
i OJT:《 on-the-job training》（オン -ザ -ジョブ -トレーニング）の略。職場内における教育訓練。職場に

おいて上司や先輩等から、実際の職務を通じたトレーニング、教育を受けること。  

学校においては、一般的な OJT に加え、教員同士が様々な教育活動での協働の取組を通して、学

び合うこと。  


